
地方公務員の給与制度の総合的見直しに関する検討会(第６回) 

 

議事次第 

 

日  時  平成２６年７月２５日（金） 

１０時００分～１２時００分  

場  所  総 務 省 ８ 階 ８ ０ １ 会 議 室 

 

議事 

 

 １ 開会 

 

 

 ２ 配布資料説明 

 

 

 ３ 意見交換 

 

 

 ４ その他 



資料１
職務・勤務実績に

応じた給与



国の人事評価制度及び評価結果の活用の基本的枠組み

能力評価
評価期間（10月～９月）において職員がその職務を遂行するに当たり
発揮した能力を評価

評価期間（10月～３月・４月～９月）において職員がその職務を遂行
するに当たり挙げた業績を評価業績評価

※原則として５段階（Ｓ、Ａ、Ｂ（中位）、Ｃ、Ｄ）で評価

評 価 の 方 法

期
首
面
談
（
目
標
の
設
定
）

業
務
遂
行

自
己
申
告

評
価
／
調
整
／
確
認

期
末
面
談
（
指
導
、
助
言
）

※苦情へも対応

評
価
結
果
の
開
示

評価の流れ（基本）

評価結果の活用の基本的枠組み

昇 任

免職・降任・
降格・降号

昇 格
（昇任を伴わない場合）

昇任日以前２年（本省課長級以上ポストへの昇任の場合は前３年）
の能力評価及び直近（本省部長級以上ポストへの昇任の場合につ
いては、施行３年後からは前３年）の業績評価を活用

能力評価又は業績評価の全体評語が最下位となった場合を処分
の契機として活用

昇格日以前２年の能力評価及び業績評価を活用

昇 給
昇給日（１月１日）以前における直近の能力評価及び直近の連続す
る２回の業績評価を活用

勤勉手当 基準日（６月１日・12月１日）以前における直近の業績評価を活用

人材育成
能力評価の項目、評価結果を研修の開発・実施、職員の自発的能
力開発に活用
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【
参

考
】

人
事

評
価

結
果

の
活

用
（
３
）

（
人

事
院

『
平

成
2
5
年

度
人

事
院

の
進

め
る
人

事
行

政
に
つ
い
て
～

国
家

公
務

員
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

～
』
よ
り
抜

粋
）

（
出
典
：
総
務
省
「
人
事
評
価
に
関
す
る
検
討
会
報
告
書
」
）
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平成 25年人事院報告（平成 25年８月）（抄） 

 

第３ 給与制度の総合的見直し等 

 ２ 具体的な検討課題 

（１）～（３） （略） 

（４）職務や勤務実績に応じた給与 

ア 人事評価の適切な実施と給与への反映 

    現在、人事評価は絶対評価で行われ、その結果を昇給、勤勉手当等

の給与に反映することとされている。例えば、昇給については、上位

の昇給区分（標準より昇給号数が増加）は、人事評価で上位の評語を

受けた者の中から決定することとしているが、上位の評語を受けた者

が多い場合に上位の昇給区分に集中することがないよう上限枠を設け

ている。一方、人事評価で下位の評語が付与された者は、必ず下位の

昇給区分（標準より昇給号数を抑制又は昇給なし）に決定することと

されているところ、現在、下位区分に決定された者は少数となってい

る。職員の能力・実績を的確に評価し、処遇に反映していくことが、

職員の士気及び組織活力の維持・向上の観点から重要である。絶対評

価により行う人事評価を基礎として行っている現行の昇給制度におい

ては、下位の昇給区分について一定の分布率を設けることとはしてい

ないが、職員の能力・実績を的確に把握し、下位の評語の付与を含め

実情に即した適切な人事評価を行うことが肝要 である。 

    また、現行の昇給制度においては、例えば、特に優秀な者の昇給の

効果が標準者の２倍以上と大きく、結果としてチームで職務を遂行す

る環境に必ずしもなじまない面もあるのではないかと考えられる。

本院としては、長期で見た昇給効果や俸給表の号俸間の給与水準の差

などとの関係について検証を行いながら、昇給の効果の在り方等につ

いて検討を行う こととしたい。 
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１ 能力及び実績に基づく人事管理の徹底

地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法

律（平成２６年法律第３４号）の概要（能力実績主義関連）

（１）能力本位の任用制度の確立

任用（採用、昇任、降任、転任）の定義を明確化するとともに、職員
の任用は、職員の人事評価その他の能力の実証に基づき行うものとする。

○ 任用の方法

・人事評価その他の能力の実証→標準職務遂行能力と適性を有するかどうかを判断。
・標準職務遂行能力→課長級・係員級などの職制上の段階に応じ、職務を遂行する上で発

揮することが求められる能力。任命権者が定める。
＜国の例＞ 課長（構想、判断、組織統率・人材育成 等）

係員（知識・技術、コミュニケーション 等）

（２）人事評価制度の導入

職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把
握した上で行われる人事評価制度を導入し、これを任用、給与、分限そ
の他の人事管理の基礎とする。

（３）分限事由の明確化

分限事由の一つとして「人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らし
て、勤務実績がよくない場合」と明確化する。

（４）その他

職務給原則を徹底するため、地方公共団体は給与条例で「等級別基準
職務表」を定め、等級別に職名ごとの職員数を公表するものとする。

※ 特定地方独立行政法人の職員に対しても、同様の措置を講ずる。

○ 勤務評定との違い

・勤務評定→「評価項目が明示されない」「上司からの一方的な評価で結果を知らされない」

「人事管理に十分活用されない」などの問題点が指摘
・人事評価→能力・業績の両面から評価。評価基準の明示や自己申告、面談、評価結果の

開示などの仕組みにより客観性等を確保し、人材育成にも活用

○ 人事評価の根本基準等

・人事評価の根本基準→職員の人事評価は、公正に行われなければならない。
・人事評価の実施→任命権者は、人事評価の基準及び方法を定め、これを定期的に行う。

＜参考＞国の人事評価制度と同様の取組（能力評価及び業績評価(目標管理)）を行っている団体
（平成24年度）

都道府県：37／47団体（78.7%） 指定都市：19／20団体（95.0%）

市区町村：563／1,722団体（32.7%） ※一部の職位で行っている場合を含む。

○ 等級別基準職務表

・職務給原則→職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。(地公法第24条第１項）
・｢等級別基準職務表｣→給料表の等級別の分類の基準となる職務内容を示したもの。

（例：６級＝本庁の課長の職務、３級＝係長又は主査の職務 など）
※ これまでは、助言により条例化を促進。

公布：平成２６年５月１４日

公布日から起算して２年を超えない範囲において政令で定める日

２ 施行期日
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地方公共団体における人事評価制度に関する研究会（概要） 

 

１ 趣旨 

地方公共団体における人事評価制度の導入を行うための改正地方公務員法が第 186 回通

常国会で成立し、公布された。 

地方公共団体においては、改正前の地方公務員法に基づく勤務評定制度の運用として、

国と同様の人事評価制度を導入・運用している団体がある一方、改正法の施行とともに今

後導入を予定している団体も多いと考えられる。 

ついては、法の趣旨に則った人事評価制度の円滑な導入や運用に向け、地方公共団体に

おいて留意すべき事項や参考となる規程例などについて研究を行う。 

 

２ 研究項目 

（１）人事評価制度の導入・運用にあたっての留意事項 

（２）人事評価制度の導入にかかる規程、評価記録書、実施要領等の参考例 

（３）その他 

 

３ 構成員（敬称略 五十音順） 

   座長 辻  琢也 一橋大学大学院法学研究科教授 

出雲 明子 東海大学政治経済学部政治学科准教授 

上浦 善信 大阪府池田市市長公室人事課人材育成推進参与 

（前おおさか市町村職員研修研究センター副所長） 

大杉  覚 首都大学東京大学院社会科学研究科教授 

海田 智浩 広島県総務局人事課長 

川戸 伸二 鳥取県若桜町総務課長 

高坂 竜夫 長野県松川町総務課長 

前田 憲司 大阪府寝屋川市総務部人事室長 

 

４ スケジュール 

  第１回：６月１９日（水） 

      改正地方公務員法、国・地方公共団体における人事評価制度の説明 

  第２回：７月２４日（木） 

      人事評価制度の導入・運用にあたっての留意事項や導入にかかる参考例の議論 

  第３回：９月（予定） 

      参考例の整理、中間報告のとりまとめ 

      → 地方団体に参考例を中間報告として情報提供（９月頃） 

        人材育成等専門家派遣先等でも適宜情報提供 

  第４回：１２月（予定） 

      その他留意事項の整理、報告書（案）の議論 

  第５回：平成２７年２月（予定） 

      報告書のとりまとめ 

      → 地方団体に報告書を踏まえた助言や情報提供（３月頃） 

        ホームページへ掲載、年度内に冊子の配付 
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4
月
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・
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に
市
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を
対
象
と
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地 公 法 改 正 公 布 通 知 

法 律 説 明 会 

人
事
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制
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に
関

す
る
研

究
会

 

中
間
報
告

 
最 終 と り ま と め 

第 １ 回 

関 連 政 令 の 制 定 

制 度 施 行 （ 本 格 実 施 ） 

運 用 通 知 発 出 予 定 

ブ ロ ッ ク 会 議 （ ６ 箇 所 ） 

ブ ロ ッ ク 会 議 （ ６ 箇 所 ） 

人
材

育
成

等
専

門
家

派
遣

 

第 ２ 回 

第 ３ 回 

第 ４ 回 

第 ５ 回 
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資料２
技能労務職員の給与
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平成21年3月 技能労務職員の給与に係る基本的考え方に関する研究会報告書（抄）

14



参考
関係者からの
意見の概要



地方団体からの意見聴取における主な意見 
 
○全国知事会（岐阜県副知事）、全国市長会（香川県さぬき市長）、全国町村会（大分県九重町長）か

ら意見聴取を実施。 
○総論的には、本検討会の検討に協力するとともに、給与制度において見直すべき点があれば対応す

るとの考え方が示されたうえで、各団体において把握した個別意見として以下のようなものが挙げ

られた。  
１．平成 18 年給与構造見直しについて、その成果や現状、課題 

・地域民間給与の反映に一定の成果があった。また、この見直しに併せて、わたりの是正などの給与

の適正化や昇給時期の統一などの事務の効率化に寄与した面もあり、さらに住民へ給与水準が適切

との説明責任が果たせたといった意見も多くあった。 

・地域手当について、地域の実情が正確に反映しきれていないとの意見や転居を伴わない異動でも支

給割合が大きく変動するのは職員の理解が得られにくいとの意見があった。 
・給与水準の抑制や高齢職員の昇給抑制などにより、職員のモチベーションの低下を招いているとの

意見があった。 
・人事評価について、職員団体や職員の理解と納得が得られていないため、勤務成績の給与への反映

がまだできていないとの課題がある。 
 
２．給与制度の総合的見直しについての認識 

（地場賃金の反映） 

・地方公務員給与においても、地場賃金を公務員給与に反映させることは必要と認識。 

・地場賃金については定義が必ずしも明確ではなく、例えば地域の主な産業が農業や漁業といった地

域ではどのように考えるべきか等の課題がある。 
・同一の職務でありながら 20％もの差を付けることが適当かという意見や、地域間の給与差が大きく

なると、優秀な人材の確保ができなくなるとの意見がある。 
・今回の見直しにおける民間賃金が低い１２県による比較では、当該地域内に勤務する国家公務員の

等級ごとの数はそれほど多くなく、官民比較を適正に行うにあたって問題があるのではないか。 

・地域手当について、生活圏や経済圏を考慮した設定ができないか、その際、通勤者率（パーソント

リップ）について、３％を超える支給割合を設定しても良いのではないか、また、円滑な人事異動

の観点を考慮すべきではないかとの意見がある。 

・地方公務員の給与が地域経済へ与える影響を考慮すべきではないか。 

（高齢層職員の給与構造の見直し） 

・民間で導入されている役職定年制など、人事制度の違いに考慮が必要ではないか。 

・給与の引下げは職員のモチベーションの低下につながるとの意見がある。 

・平成１８年以降の給与制度に関する現給保障や特定職員の１．５％カットなど複雑化している部分

があるので、シンプルな制度にすべき。 

（能力・実績の反映についての認識） 

・能力・実績を的確に処遇に反映させることは重要。 

・公平性や職員の納得が確保できるような人事評価制度の構築が必要。 
 
３．留意事項 

・地方公務員の給与決定については、市当局の組織力等の限界のある中で国家公務員の給与を参考に

すべき、また国家公務員の給与を標準にして、一定程度地方の裁量をきかせ、首長や議員が責任を

もつという本来の考え方を分かりやすく示すべきとの意見があった。 
・給与制度の見直しによって地方交付税の削減につながることを懸念する意見がある。 
・見直しの際は、職員団体との交渉等に配慮したスケジュールとしてもらいたい。 
・地方公務員の給与については、条例によって地方が自主的に決定すべきという原則の下、住民が納

得できるような制度の見直しに地方も国も一緒になって取り組む必要がある。 
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給与制度の総合的見直しに係る職員団体の主な意見等 

 
 
１．地方公務員給与の現状について 

・地方財政が厳しいため、多くの地方団体で、職員給与の独自削減を行っている実態をみ

ると、人事委員会による給与勧告制度が適切に機能しているとは言いがたいのではない

か。 

・平成２５年度に国家公務員の給与削減に合わせて地方公務員給与の削減を要請したこと

は、地方公務員の給与決定制度の根幹を揺るがすものであり、地方公務員の給与につい

ては、地方団体の責任で自主的に決定されるものであるべき。 
 
２．給与制度の総合的見直しについての認識 

・地場の賃金の反映により、賃金水準が相対的に低い団体においては人材が集まりにくく

なるなど人材確保の面から懸念がある。 

・地域手当については、同じ地域であっても市町村ごとにばらつきがあり、地域間格差は

あまりつけるべきではないというのが基本スタンスである。一定の大枠で括った地域で

の水準差にとどめるべきではないか。 

・民間企業においては、50 歳台前半の方が後半よりも高位の役職に就いているため、50
歳台後半では給与水準が下がる傾向にある一方、公務では 50 歳台後半の方が高位の役職

段階にいる職員が多くなっており、役職構成が異なることにより生じる給与差について、

埋める必要があるのか疑問。 

・地公法改正により人事評価制度が導入されるが、評価の透明性、客観性、納得性を確保

するための枠組みの構築が必要。また、自治体の規模や職員構成など自治体の実情に合

った制度のあり方を検討すべき。 

・先行して人事評価が実施されている団体においては、評価結果の周知や能力開発への活

用が十分ではないという問題がある。 

・技能労務職員について、民間同種とされる労働者との比較自体が公正・妥当なものか疑

問。 

・地方公務員の給与水準は、地方・地域の民間企業の指標となり、結果として、地域経済

に多大な影響を及ぼすことが指摘されており、その社会的役割が最大限考慮されるべき。 
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